


− 2−

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　東日本大震災において被災された皆様に心よ
りお見舞いを申し上げますと共に、一日も早い
復興をお祈り致します。
　欧州の財政・金融危機を背景とした世界経済
の減速は、円高や株価下落の長期化を招き、企
業活動の低迷、雇用情勢、個人消費に一層の悪
影響を与えると共に、金融機関の貸出しの収縮
も懸念され震災による打撃から回復に向かいつ
つある我が国経済にとって大きなリスク要因と
なっております。
　住宅・不動産市場においては、震災・原発問
題による購入マインドの冷え込みから脱出しつ
つあるとの見方もありますが、雇用や所得環境
が不安定な中にあって、新設住宅着工はリーマ
ンショック後の大幅な減少からの回復をみるこ
となく依然低い水準にとどまっております。ま
た経済活動の浮沈を示す地価水準は一部の地域
で上昇・横ばいが見られるものの総じて下落傾
向が続いております。
　一方、平成24年度税制改正においては、新築
住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長、住宅
取得資金に係る贈与税の拡充・延長、土地及び
住宅の取得に対する不動産取得税の特例措置の
延長等が講じられましたことは、新しいフラッ
ト35Ｓエコの金利優遇措置及び住宅エコポイン
トの再開と相まって住宅市場を下支えするもの
と大きく期待されています。
　さて、現下の最大の課題は、消費税率の引上
げ問題です。昨年6月に「社会保障と税の一体
改革」の成案がとりまとめられ、本年の通常国
会に消費税関連法案として提出が予定されてい
ますが、消費税率引上げに伴う住宅消費税の負
担軽減をいかに実現するかという重要な局面を
迎えております。
　住宅に係る消費税については、「①住宅価格
は高額であり、長期にわたって所有する資産に

対して、取得時に一括
して課税されるため、
極めて重い負担になっ
ている。②住宅の取得
時には、消費税をはじ
め不動産取得税、登録
免許税、印紙税、固定
資産税等の税が多重に
課されている。③諸外国では、軽減措置など政
策的な配慮がなされている。④現行以上に税率
を上げると、特に中低所得者層にとっては、住
宅の建設、取得が困難となる。⑤その結果、住
宅着工が更にダウンし住宅関連産業の衰退や雇
用の喪失など、復興を支える日本経済の成長に
大きく影響を与えることとなる。」などの観点
から、住宅には少なくとも今以上の負担を課さ
ない特別な配慮が必要であり、是非とも的確な
負担軽減が措置されるよう希望するものです。
　加えて、昨年秋以降、独立行政法人住宅金融
支援機構の組織形態の見直しの議論が行われて
います。国に代わる機関として、民間ではでき
ない業務を担っている住宅金融支援機構が特殊
会社に変更となった場合、住宅ローン金利の上
昇や融資審査が厳しくなることが予想され、円
滑な住宅資金の借り入れが困難になるのではな
いかと危惧されております。
　本年も住宅・不動産市場を取り巻く環境は厳
しいものがありますが、いうまでもなく安全・
安心で良質な住宅を供給することは、われわれ
住宅供給事業者の責務であり、国民の豊かな住
生活を実現するため、業界を取り巻く諸課題に
全力で取組んでまいる所存です。
　引き続き会員の英知と熱意を結集し、現状を
打破し更なる発展を期するため協会活動の一層
の充実に努めてまいりたいと存じます。会員な
らびに関係の皆様方の倍旧のご支援とご協力を
お願い申し上げます。
　最後になりましたが、皆様方のますますのご
発展とご健勝を祈念申し上げまして、新年のご
挨拶とさせていただきます。

平成 24年年頭所感

社団法人日本住宅建設産業協会
理 事 長　  神　 山　 和　 郎
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平成24年度住宅・土地関係税制改正概要
　政府は、「平成 24年度税制改正大綱」を閣議決定した。住宅・土地関連の主要項目は以下のとお
りである。

税制改正結果概要

１．新築住宅に係る固定資産税の軽減措置
を２年間（平成26年３月31日まで）延長
　　戸 建 住 宅：３年間　税額１／２
　　中高層住宅：５年間　税額１／２
　＊�住宅用地に係る据え置き特例について、据
置ゾーン（現行80％〜100％）を段階的に
引き上げたうえで廃止（平成24、25年度
90％、26年度100％）

２．住宅取得等に係る贈与税の非課税措置
について
　（1）非課税限度額を次のとおりとする。
　　①�省エネルギー性または耐震性を備えた良

質な住宅用家屋の場合
　　イ�．平成24年中に住宅取得等資金の贈与を

受けた者：1,500万円
　　ロ�．平成25年中に住宅取得等資金の贈与を

受けた者：1,200万円
　　ハ�．平成26年中に住宅取得等資金の贈与を

受けた者：1,000万円
　　　※�東日本大震災の被災者については、非

課税限度額を1,500万円とする。
　　②上記①以外の住宅用家屋の場合
　　イ�．平成24年中に住宅取得等資金の贈与を

受けた者：1,000万円
　　ロ�．平成25年中に住宅取得等資金の贈与を

受けた者：700万円
　　ハ�．平成26年中に住宅取得等資金の贈与を

受けた者：500万円
　　　※�東日本大震災の被災者については、非

課税限度額を1,000万円とする。

　（2）適用対象となる住宅用の家屋の床面積に
ついては、東日本大震災の被災者を除き、
240㎡以下のものに限定。

　（3）適用期限は、平成24年１月１日〜平成26年
12月31日まで

　（4）住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算
課税制度の特例の適用期限を３年（平成
26年12月31日まで）延長。

　　　　　　　　　　（贈与者の年齢制限なし）
３．認定長期優良住宅に係る特例措置の延長
　●�認定長期優良住宅の新築等をした場合の所
得税の特別控除（投資型減税）を２年（平
成25年12月31日まで）延長

　　　税額控除額の上限を100万円→50万円に減額
　●�認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額
措置を２年間（平成26年３月31日まで）延長

　　　戸 建 住 宅：５年間　税額１／２
　　　中高層住宅：７年間　税額１／２
　●�不動産取得税の課税標準の特例措置（1,300
万円控除）を２年（平成26年３月31日まで）
延長

　●�登録免許税の税率の軽減措置を２年（平成
26年３月31日まで）延長

　　　保存登記　一般住宅0.15％→0.1％
　　　移転登記　一般住宅0.3％→共同住宅0.1％

戸建住宅0.2％
４�．住宅及び土地の取得に係る不動産取得
税率の特例措置を３年（平成27年3月31日
まで）延長

　　　本則４％→３％
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５�．宅地評価土地の取得に係る不動産取得
税の課税標準の特例措置を３年（平成27年
3月31日まで）延長

　　　課税標準を固定資産税評価額の１／２
６�．住宅及び住宅用地の取得に係る不動産
取得税の特例を２年（平成26年3月31日
まで）延長

　●�ディベロッパー等に対する新築住宅みなし
取得時期の特例　本則６ヶ月→特例１年

　●�住宅用地に対する特例を受ける場合の期間
要件の特例　本則２年→特例３年

　　　　　　　　100戸以上マンションは４年
７�．居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡
所得の課税の特例措置を２年（平成25年
12月31日まで）延長

　　※�平成24年１月１日以後に行う居住用財産
の譲渡について適用。

８�．居住用財産の買換え等の場合の譲渡損
失の損益通算及び繰越控除制度の特例措
置を２年（平成25年12月31日まで）延長
９�．特定居住用財産の譲渡損失の損益通
算及び繰越控除制度の特例措置を２年
（平成25年12月31日まで）延長

10�．認定省エネルギー住宅（仮称）に係る
軽減措置の創設

　●�認定省エネルギー住宅（仮称）ローン減税
の創設（平成25年12月31日まで）

居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高の限度額 控除率

平成24年 10年間 4,000万円 １％

平成25年 10年間 3,000万円 １％

　●登録免許税の税率の軽減措置
（平成26年3月31日まで）

　　・�所有権の保存登記：0.1％（本則：0.4％）
　　・所有権の移転登記：0.1％（本則：2.0％）
11�．特定の事業用資産の買換えの場合の譲
渡所得課税の特例措置を３年（平成26年
12月31日まで）延長

　　※�買換資産について、一定の建築物等に供
されている敷地の面積300㎡以上のもの
に限定。

12�．特定住宅地造成事業のために土地等を
譲渡した場合の1,500万円特別控除制度
を３年（平成26年12月31日まで）延長

　　※適用対象から一団の住宅建設事業を除外。

税制改正結果概要

　㈱サンセイランディック（松﨑隆司社長）
は、12月13日にジャスダック市場に新規上場
した。同社は、不動産の売買仲介及びマンシ
ョン・アパート・ビル等の賃貸、仲介事業を
目的として、昭和51年に㈱サンセイサービス
として設立された。
　業容の拡大に伴い不動産販売事業を始め、
平成３年からは一般的な不動産業者があまり
取引対象としてこなかった底地の取扱いを開
始した。また、平成5年には㈱サンセイ住宅
販売（現　㈱サンセイコミュニティ）を設立
し、元々同社が手掛けていた賃貸・管理事業
等を引き継ぎ、更に平成17年には㈱One's�Life
ホームを設立して建築事業を開始している。

　同社の不動産販売事業は、主にひとつの不
動産に複数の権利者がいるため自由な活用が
制限されていたり、資産価値が低くなってい
る物件を土地所有者から買取り、分筆や道路
の延長を行い再建築不可を解消したりする
等、不動産の価値を高めた上で販売する。そ
の販売先は底地上に住んでいる借地権者の
方々が中心であるため、市況に左右されない
安定的な収益を保つことができ、底地事業は
この事業部門の主要な部分となっている。
　前期（平成22年12月期）の業績は、連結で
売上高74億1,400万円、経常利益５億3,900万
円、純利益３億100万円となっている。

㈱サンセイランディックがジャスダック上場
会員情報
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表示規約第18条（特定用語の使用基準）第１項第３号及び
第４号に定める意義に関する指導基準について

首都圏不動産公正取引協議会周知依頼

　平素、当協議会の業務運営につきまして格別
のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。�
　さて、平成23年11月11日に開催した不動産公
正取引協議会連合会第９回通常総会におきまし
て、表示規約第18条（特定用語の使用基準）第１
項の第３号「ダイニング・キッチン（ＤＫ）」及
び第４号の「リビング・ダイニング・キッチン
（ＬＤＫ）」それぞれに定める意義に関し、下
記の指導基準が承認されたので、会員事業者に
対しまして周知くださいますようご依頼いたし
ます。

記

　表示規約第18条（特定用語の使用基準）
第１項第３号及び第４号に定める広さ（畳
数）の目安となる指導基準

１．ＤＫ又はＬＤＫの適正な広告表示�
　広告表示においてＤＫ又はＬＤＫとの表示
を用いるときに、表示規約の要件（居室（寝室）
数に応じ、その用途に従って使用するために
必要な広さ・形状・機能を有するもの。）を備
えているのであれば、単に「２ＤＫ」、「３Ｌ
ＤＫ」等と表示すればよい。�
　さらに、形状や機能がどのようなものであ
るか解るよう積極的に間取り図などを表示
し、これに各部屋の畳数を付記することが望
ましい。�

２．ＤＫ又はＬＤＫの最低必要な広さの目安
　事業者（広告会社などを含む。）が、ＤＫ又
はＬＤＫとの表示を用いるときには、実際の
それぞれの広さはまちまちであるとしても、

次表に記載する居室（寝室）数に応じて最低必要
な広さ（畳数）の目安（下限）を定め、これをもっ
て指導基準とする。
〈最低必要な広さ（畳数）の目安（下限）〉
居室（寝室）数 ＤＫ ＬＤＫ
１部屋 4.5畳 ８畳
２部屋以上 ６畳以上 10畳以上

　なお、一畳当たりの広さは、1.62平方メート
ル（各室の壁心面積を畳数で除した数値）以上を
いう（表示規約施行規則第11条第16号）。
　また、この基準は、あくまでも建物が取引さ
れる際に、ＤＫ又はＬＤＫという表示を行う場
合の表示のあり方を示すものであり、不動産事
業者が建築する建物のＤＫ又はＬＤＫの広さ、
形状及び機能に関する基準を定めたものではな
い。

（参考）�表示規約第18条（特定用語の使用基
準）第１項第３号及び第４号�

（3）�ダイニング・キッチン（ＤＫ）�
　台所と食堂の機能が１室に併存している部
屋をいい、住宅（マンションにあっては、住
戸。次号において同じ。）の居室（寝室）数に応
じ、その用途に従って使用するために必要な
広さ、形状及び機能を有するものをいう。�

（4）�リビング・ダイニング・キッチン（ＬＤＫ）�
　居間と台所と食堂の機能が１室に併存する
部屋をいい、住宅の居室（寝室）数に応じ、そ
の用途に従って使用するために必要な広さ、
形状及び機能を有するものをいう。

以上

　公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会より、協会あてに下記の通り周知依頼がありました。
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★�事業内容
　◇�リアルタイム空室管理システムの企画・開
発・運営・販売

　◇�不動産に特化したシステムソリューション
の企画・開発・販売

　◇�賃貸住宅検索サイトの企画・開発・運営・
販売

★�セールスポイント
　当社は、賃貸住宅業界における募集時等の
空室情報のやりとりを、Web上で簡単に素
早く行なえる業務用のシステムを北海道・東
北・関東・東海・関西・四国・中国・九州の
エリアで展開しております。物件オーナーや
管理会社側から仲介会社に発信する空室情報
を一つの操作で簡単に行なえるシステム「リ
アプロ」と、一般ユーザーに向け配信するホ
ームページの更新を簡単にする「リアプロ
HP連動API」を提供いたしております。シ
ステムに関しては全てASPで提供しており、
データベースの管理はIIJのクラウドサーバ
ーで行なっております。高いセキュリティー
で安心な上、コストも低いのが特徴です。ま
た、賃貸住宅検索サイトについては、平成23
年12月中旬オープンの「AKIYA」にて、リ
アルタイム情報を一般に配信しています。

★�日住協のメンバーの皆様へ
　弊社のモットーは「常にユーザー目線」で
す。まず、賃貸住宅を必要とするユーザーに
Netなどを使った物件探しの段階で「便利で
簡単で早い」は勿論、何より信頼性の高い情
報を提供することに力を入れています。

　近年、インターネットの普及と共に情報収
集のしかたも大きく変化しています。これま
では仲介の立場から自由に情報供給が可能で
したが、今は収集する側が様々な方法で工夫
する時代になっています。「家賃は適正か」
「本当に空いている物件か」など、広告では
なくリアルな情報を求めています。
　弊社は、そうしたユーザーが求めている情
報を素直に提供する事で「ユーザーの満足」
を追求し賃貸の普及率や回転率を高め、業界
全体の活性化を図っていきたいと考えており
ます。

会社プロフィール
代表者：後藤　吉行
設　立：2008年８月
所在地：東京都新宿区西新宿2−6−1
　　　　新宿住友ビル31階
T E L：03−3343−5070
F A X：03−3343−5071
U R L：http://www.rnp.jp

※�賛助会員の業務をご紹介いたします。掲載に
ついては、事務局（ＴＥＬ　03−3511−0611）
までお問い合わせください。

賛助会員プロフィール

＝新たな事業展開にお役立てください＝

◆ 賛 助 会 員 プ ロ フ ィ ー ル ◆

㈱リアルネットプロ

▲　システム「リアプロ」
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ハウスプラス住宅保証(株)の優良団体割引制度について

優良団体割引制度について

●ハウスプラス住宅保証㈱の提供するサービス
【保険商品】
　�住宅瑕疵担保責任保険（１号、２号）、既存
住宅販売かし保険（宅建業者用）、個人間売
買瑕疵保証保険、リフォーム瑕疵保険、大規
模修繕工事のかし保険
【その他のサービス】
　�設計・建設性能評価、既存性能評価、長期優
住宅建築等計画に係る技術的審査、地盤保証
制度（取次）、エコポイント対象住宅証明書
発行、フラット 35 適合証明検査
●保険法人の特徴
１．事業者届出の料金は無料です（10 年更新）。
２．電子申請（以後、ポータルサイト）により、
ペーパーレスにて保険申込が可能です。
保険申込書の原本の提出が不要。設計図書
等の添付書類はデータのアップロードで手
続きが完了します。

３．ポータルサイトにより申請物件全ての受付
状況および現場検査の進捗を管理できます。

４．階数３以下（地階を含む）の木造住宅であ
れば、基礎配筋完了時の検査を特保住宅検
査員による自主検査が可能です。（※ハウ
スプラス検査員による検査も可能です。）

５．長期優良住宅建築等計画に係る技術的審
査、エコポイント対象住宅証明書発行、設
計・建設性能評価についてもポータルサイ

トにより申請が可能です。
●保険料の割引制度
　�優良団体割引（ポータルサイト申請が条件と
なります。）、電子申請割引、建設性能評価割
引、無事故割引を実施。
　︿戸建住宅保険料例﹀（2011年12月時点）
　【条件】�中小企業者、優良団体割引、設計施

工基準に適する木造住宅、２階建
て、１号保険、延床面積120㎡

　　《認定団体プラン》
　　　１回目検査は特定検査員による自主検査
　　　　合計 48,900 円
　　　　（保険料：36,300 円、検査料：12,600 円）
　　《性能評価付プラン》
　　　�登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評

価を受けた住宅が対象
　　　　合計 39,250 円
　　　　（保険料：34,000 円、検査料：5,250 円）
　　《性能評価付優良プラン》
　　　�登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評

価を受けた、耐震等級２以上かつ劣化対
策等級３以上の住宅が対象

　　　　合計 37,850 円
　　　　（保険料：32,600 円、検査料：5,250 円）
●問い合わせ先
　ハウスプラス住宅保証㈱　営業本部
　　TEL：03− 5962− 3805

　当協会では、ハウスプラス住宅保証㈱が提供する「ハウスプラスすまい保険」を利用する住宅
（「戸建住宅・共同住宅」）について、一定の要件のもと、保険料等の割引が受けられる制度を
導入いたしました。
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［事業コンセプト］
　本事業は、東京都23区内でも人口増加の著し
い江戸川区内にあり、狭小木造住宅や中小事業
所等の低未利用地が散在する篠崎地区にありま
す。篠崎地区は江戸川緑地や篠崎公園に囲まれ
た自然豊かでやすらぎのある住環境を持つ既成
市街地であるものの、地域の核となる施設を欠
いており早急な整備が求められる状況にありま
した。本事業のコンセプトは、地域のにぎわい
と都市型ライフスタイルの創出を目指した垂直
積層型複合施設の開発事業として、官民連携に
よる地域のランドマークとすることとなります。
　都営地下鉄新宿線篠崎駅西口に直結する「篠
崎ツインプレイス」は、駅前広場・駅出入口・
地下駐輪場及び公益施設と、賃貸住宅・分譲住
宅・商業施設等の民間収益施設からなる複合施
設です。スターツグループでは、施設の建設、
分譲・賃貸の仲介、不動産管理はもとより、商
業施設の誘致や指定管理者制度に基づいた図書
館・ギャラリー・カフェ等の公益施設の運営を
行い、一体的な事業開発と総合的なサービスの
提供を実現させています。
［商品企画］
　本事業では、上層階を共同住宅として20番街
区を賃貸棟、21番街区を分譲棟としています。
　20番街区の賃貸住宅は総戸数88戸で、１LDK
〜２LDKの43〜95㎡の住戸タイプを用意して
います。カードキーによるオートロックシステ
ムや追焚き機能付オートバス等を設け、共用部
には防犯カメラを設置しています。
　賃貸棟は将来的にJ−REITであるスターツプ
ロシード投資法人によって運営される予定と

なっています。
　21番街区の分譲棟は地上18階建て・総戸数54�
戸です。ライフステージに対応して水廻りを初
め、間取りを自由に変更できるシステムの採用
や眺望に恵まれる開放性の高い間取りとしてい
ます。
［事業成果］
　本事業は、核テナントとなる商業施設として
スーパーマーケットを誘致し、これに加えて書
店や銀行の出張所など、駅前の利便性を高める
テナントミックスを実現し、「駅前のにぎわい」
の創出に寄与しています。賃貸入居者及び分譲
購入者へのアンケートによると、決め手となっ
た点として「都心に近い駅直結型の施設である
こと」や「図書館などの江戸川区の公益施設も
併設していること」が挙げられ、その利便性に
は高い評価を得られております。
　20番街区の賃貸棟については、入居募集開始
から安定的な稼働率を保ち、平成21年12月から
平成22年11月の累計で稼働率は98.1％となって
います。21番街区の分譲住宅についても平成18
年９月より販売を開始し、約３ヶ月半で完売い
たしました。
［物件概要］
　　　　　　��（20番街区・21番街区）
　延 床 面 積　20,716.58㎡、10,666.04㎡
　構造・規模　SRC（一部S）
　　　　　　　�地上18階地下２階、地上18階地

下１階
　住 戸 総 数　88戸、54戸

優良事業表彰受賞プロジェクト紹介

外観（全景）

　優良事業表彰受賞プロジェクトを順次ご紹
介いたします。

優良事業賞
企画・開発部門

「篠崎ツインプレイス
��〜分譲・賃貸・商業・公共施設���
��の一体開発と運営事業〜」

（スターツコーポレーション（株））



　会員各社の代表者を順次ご紹介しております。（順不同）
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会員紹介

「　私　が　社　長　で　す　。�」

アグレ都市デザイン㈱
代表取締役社長

大林　竜一
（おおばやし　りゅういち）

〔代表者〕
生年月日
出 身 地
趣 味
座右の銘
〔会　社〕
住 所

電 話
会社設立

昭和39年１月20日
東京都立川市
読書、マリンスポーツ
継続は力なり
�
�〒180−0004　東京都武蔵野市吉
祥寺本町1−31−11　KSビル
0422−27−2177
平成21年４月

4,000万円
戸建分譲
20億円（平成23年３月期）
本部

　戸建分譲を専業としている。デザインに注力
した「アグレシオ」シリーズを展開している。
平成24年３月期の売上は35億円内外を予定して
いる。
トップから一言
　創業して２年半が経過しました。足元の景況
感は不透明ですが、付加価値の高い商品を供給
することによって、微力ながら業界の活性化に
寄与できるような会社になるよう努力していき
たいと思っております。

資 本 金
主 業 務
売 上
所 属
会社概要

Ⅰ　出願資格
（１）明海大学不動産学部を第一志望とし、
次の①から③のいずれかに該当する資格を
有し、かつ（２）の要件を満たす者。
①高等学校または中等教育学校または専修
学校の高等課程を卒業（修了）した者及
び 2012（平成 24）年３月卒業（修了）見込
みの者。
②通常の課程による 12 年の学校教育を修
了した者及び 2012（平成 24）年３月修了
見込みの者。
③学校教育法施行規則第 150 条により、高
等学校を卒業した者と同等以上の学力が
あると認められる者及び 2012（平成 24）
年３月 31 日までにこれに該当する見込
みの者。

（２）日住協に所属する企業に勤務している

者、または本学卒業後に会員企業等への就
職を希望する者。

Ⅱ　入学試験日程　
　　　願書受付期間　１月30日〜２月10日
　　　試 験 日　２月19日
Ⅲ　試験会場及び合格発表場所
　　　明海大学浦安キャンパス
Ⅳ　試験科目 ･試験時間
　　�　��9 : 30　　集合　
　　 　10 : 00〜　�面接
Ⅴ　出願手続き
（１）入学検定料　30,000 円
（２）提�出�方�法　配達記録・速達にて日住
協事務局宛に郵送。

Ⅵ　書類請求・問合せ等
　�㈳日本住宅建設産業協会　事務局
　　　　　ＴＥＬ：03−3511−0611（担当：米山）

明海大学企業推薦特別入学試験（B日程）について
　当協会は明海大学と協定を締結し、不動産学の研究、人材の育成に取り組んでいるが、その一
環として以下のとおり明海大学不動産学部への志願者の推薦を行っている。
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章栄不動産株式会社
萩　　　剛

株式会社ミブコーポレーション
三瓶　輝夫

株式会社新生・エージェンシー
進藤　大介

［総務委員会］
日　時　平成23年12月８日（木）18時〜20時30分
場　所　Wakiya�一笑美茶樓
議　事　�平成24年度役員会開催日程、ホームペ

ージの改訂についての審議並びに日住
協新保障制度の加入状況、三都市圏業
界交流会等についての報告を行った。

［組織委員会］
日　時　平成23年12月５日（月）
　　　　　　　　　　　　15時30分〜16時50分
場　所　スクワール麹町
議　事　�公正競争規約研修会、沿道建築物耐震

化小委員会、委員会日程等について審
議を行った。

［戸建住宅委員会］
日　時　平成23年12月12日（月）
　　　　　　　　　　　　15時30分〜17時40分
場　所　弘済会館

議　事　�「平成23年の戸建分譲住宅市場動向分析
と今後の展望」についての講演並びに
賛助会員等の事業・商品等紹介、戸建
地盤履歴（地歴）書日住協標準モデル
（仮称）の策定について審議を行った。

［流通委員会］
日　時　平成23年12月２日（金）15時〜17時
場　所　主婦会館
議　事　�「住宅不動産ＷＥＢマーケティング戦

略セミナー」の講演を行った。

会 社 名
新代表者

会 社 名
新代表者

会 社 名
新代表者

代表者変更

委員会開催状況

協会だより

　住宅金融普及協会の住宅ローンアドバイザ
ーは、お客様が最適な住宅ローンを選択するこ
とができるように、消費者保護や説明責任を果
たし、住宅ローンについての正確な商品知識、
リスク、情報などを、アドバイスする資格者で
す。下記のとおり養成講座を開催します。
募集要項
　［受講コース］
　　Aコース
　　�　映像講義を「基礎編」はWeb対応パソ
コンで受講し、「応用編」は会場で受講。

��基礎編（Web講習）270分　　�応用編（会場映像講習）
��Web上の講座配信期間　　　 10時〜 17時　効果測定
��2/10（金）まで　効果測定　����火曜クラス　　2/21
��　　　　　　　　　　　　　 木曜クラス　　2/23
��　　　　　　　　　　　　　 土曜クラス　　2/25

　　Bコース
　　�　映像講義を「基礎編」「応用編」ともに

会場で受講。
��基礎編（会場映像講習）　　����応用編（会場映像講習）
��10時〜 17時　効果測定　　　�10時〜 17時　効果測定
��火曜クラス　　2/7　　　　　�火曜クラス　　2/21
��木曜クラス　　2/9　　　　　�水曜クラス　　2/23

　［受講料・登録料］
　　受　講　料　Aコース��21,000円
　　　　　　　　Bコース��24,000円
　　登　録　料　　　　　�10,500円
　　登録更新料　　　　　�10,500円（３年ごと）
　［申込締切］　　平成24年１月24日（火）
　［開催会場］　　全国35会場。専用サイト
　　http://www.hlpa.or.jp/でご確認ください。
問合せ等
　（一財）住宅金融普及協会

住宅ローンアドバイザー課
　TEL　03−3260−7346
���専用サイト　http://www.hlpa.or.jp/

住宅ローンアドバイザー養成講座募集のご案内
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協会だより

11月15日（火）

16日（水）

21日（月）

24日（木）

25日（金）

28日（月）
29日（火）

30日（水）

12月２日（金）

５日（月）

６日（火）
７日（水）

８日（木）

12日（月）
13日（火）
14日（水）

15日（木）

16日（金）

19日（月）

・�牧山副理事長、花沢理事が大谷信盛民主党税制調査会副会長、足立信也民主党税制調査
��会副会長に陳情。（衆議院議員会館、参議院議員会館）
・�田村専務理事、福田理事が海江田万里民主党税制調査会筆頭副会長、城島光力民主党税
��制調査会副会長、尾立源幸民主党税制調査会副会長に陳情。

（衆議院議員会館、参議院議員会館）
・神山理事長が全宅住宅ローン創立５周年他記念祝賀会に出席。（帝国ホテル）
・沿道建築物耐震化プロジェクト打合せを開催。（協会会議室）
・新規事業委員会を開催。（弘済会館）
・公正競争規約研修会を開催。（弘済会館）
・北海道支部例会を開催。（さっぽろ浪花亭）
・地盤履歴書日住協標準モデル（仮称）策定打合せを開催。（協会会議室）
・関西支部幹事会・定例会・情報交換会を開催。（ホテルグランヴィア大阪）
・中国支部が「３.11 以降の不動産のトレンド（動向・傾向）とは？」セミナーを開催。

（広島市まちづくり市民交流プラザ）
・中国支部が緊急セミナー「フラット35Ｓエコ誕生！」を開催。（住宅金融支援機構中国支店）
・神山理事長が自由民主党「予算・税制に関する政策懇談会」に出席。（自由民主党本部）
・神山理事長が白眞勲参議院議員へ陳情。（参議院議員会館）
・神山理事長が小泉俊明衆議院議員へ陳情。（衆議院議員会館）
・神山理事長が階剛衆議院議員へ陳情。（衆議院議員会館）
・�「住宅エコポイント」「フラット 35 Ｓエコ」等についての説明会を開催。　

（スクワール麹町）
・総務委員会「ＨＰ改訂小委員会」を開催。（協会会議室）
・流通委員会を開催。（主婦会館）
・組織委員会・組織委員会「入会審査会」を開催。（スクワール麹町）
・中国支部幹事会を開催。（酔心本店）
・東海支部例会及び忘年会を開催。（涵梅舫）
・神山理事長が㈳住宅生産団体連合会臨時総会・臨時理事会に出席

（ホテルグランドヒル市ヶ谷）
・神山理事長が㈶東日本不動産流通機構理事会に出席。（京王プラザホテル）
・沿道建築物耐震化プロジェクトリーダー打合せを開催。（協会会議室）
・地盤履歴書日住協標準モデル（仮称）策定打合せを開催。（協会会議室）
・総務委員会を開催。（Wakiya�一笑美茶樓）
・福田理事が末松義規内閣総理大臣補佐官に陳情。（内閣総理大臣官邸）
・戸建住宅委員会を開催。（弘済会館）
・常任理事会を開催。（ホテルニューオータニ）
・神山理事長が「衆議院議員中川秀直君を囲むナイトセミナー懇親会」に出席。

（東京プリンスホテル）
・牧山副理事長、花沢理事が樋高剛民主党総括副幹事長、村上史好民主党幹事長補佐、
��萩原仁民主党幹事長補佐に陳情。（国会内控室）
・神山理事長が前原誠司民主党政策調査会長へ陳情。（衆議院議員会館）
・企業オーナー向け「事業承継セミナー」を開催。（弘済会館）
・沿道建築物耐震化プロジェクト耐震診断チーム打合せ会を開催。（協会会議室）
・近隣トラブルと建築審査会への審査請求に関するセミナーを開催。（主婦会館）
・神山理事長が菅義偉衆議院議員「経済人忘年会」国政報告・懇親会に出席。

（ヨコハマ・ベイシェラトンホテル＆タワーズ）

会報　日住協　　　通巻136号
（平成 24 年１月 10 日発行）

発　行　　社団法人日本住宅建設産業協会
編　集　　社団法人日本住宅建設産業協会事務局

業務日誌




